
あいち森と緑づくり委員会開催要綱

（目的）
第１条 森と緑が有する公益的機能の維持増進のために実施する森林、里山林及び都市の

緑の適正な整備及び保全に関する施策（以下「あいち森と緑づくり事業 ）の透明性の」
確保を図り、あいち森と緑づくり基金条例（平成２０年愛知県条例第５号）に規定する
あいち森と緑づくり基金（以下「基金」という ）の適正な運用を図るとともに、あい。
ち森と緑づくり事業を効果的に推進するため、あいち森と緑づくり委員会（以下「委員
会」という ）を開催する。。

（所掌事務）
第２条 委員会の委員はあいち森と緑づくり事業を効果的に推進するため、次の事項に
ついて意見を述べる。
（１）あいち森と緑づくり事業の計画に関すること。
（２）あいち森と緑づくり事業の進捗、実績の評価に関すること。
（３）その他、あいち森と緑づくり事業の推進に関すること。

（組織）
第３条 委員会は、委員９人以内で組織する。
２ 委員は、有識者その他適当と認められる者（公募により選任された３名以内を含む）

から、知事が委嘱する。
、 。 、 、 。３ 委員の任期は ２年とする ただし 補欠の委員の任期は 前任者の残任期間とする

４ 委員の再任は、妨げない。

（委員長及び副委員長）
第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。

（会議）
第５条 委員会は、委員長が招集する。
２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席又は意見を求め

ることができる。
３ 会議の開催は、平成２６年３月３１日までとする。

（会議の公開等）
第６条 委員会は原則として公開とするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合はこ

の限りではない。
（１）愛知県情報公開条例（平成１２年愛知県条例第１９号）第７条に規定する不開示情

報に該当する情報を含む案件を検討する場合。
（２）その他委員会が非公開とする旨を議決した場合。
２ 会議の傍聴方法については別途定める。

（事務局）
第７条 委員会の事務局は、愛知県農林水産部農林基盤担当局森林保全課内に置く。

（その他）
第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は別に定める。
２ 会議録及び会議資料は、５年間保存する。

附則
（施行期日）
１ この要綱は、平成２０年４月１８日から施行する。
（第１回目の委員会）
２ 第 条第１項の規定にかかわらず、第１回目の委員会は愛知県農林水産部農林基盤担5

当局長が招集する。


